
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

 (3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

10.087,727,276169,528 1,939,943

千円

令和2年度の人件費率

％

Ｂ／Ａ

千円

％千円

Ｂ

10,239,365

千円 千円

実質収支 （参考）

6,0741,155 839,0054,448,079 6,5331,728,910 7,015,994

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を

　　　　　用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100として計算した

　　　　　指数。

　　　２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味

　　　　　した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支配率を用いて補正したラスパイレ

　　　　　ス指数。

　　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１+当該団体の地域手当支給率）/（１+国の指定基準に基づく地域手当支給率）によ

　　　　　り算出。）

　　　３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

令和

３年度

苫小牧市の給与・定員管理等について

給料
計

Ｂ
期末・勤勉手当職員手当

職員数

Ａ

（参考）類似団

体平均一人当た

り給与費

（参考）一人当たり

給与費

Ｂ／Ａ

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　２　職員数については、令和３年４月１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））

　　　　　及び会計年度任用職員を含まない。

　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれているが、会計年度任用職

　　　　　員の給与費は含まれていない。

人件費率人件費

（令和４年１月１日） Ａ

人 千円

11.7

千円

住民基本台帳人口 歳出額

千円

令和

３年度

人

区分

区分

給与費

千円

H31.4.1
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H31.4.1

100.2 H31.4.1
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R2.4.1

98.6 

R2.4.1
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98.8 
R4.4.1

98.3 

R4.4.1

99.9 R4.4.1
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100.0

105.0

110.0

苫小牧市 類似団体平均 全国市平均
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 (4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

　　　　①給料表の見直し

[　実施　　未実施]

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由））

　 給料表の改定

（給料表の改定実施時期）　平成２７年４月１日

（内容）　行政職及び医療看護職給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。

　　　　　高齢層については、最大４．８％引下げ。

　　　　　激変緩和のため、５年間（令和２年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。

　　　　②地域手当の見直し

　　　　　実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（支給割合）　東京都内に在勤する職員について、国基準２０％に対し、苫小牧市においても２０％を支給。

（実施時期）　平成２７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引上げることとし、平成２７年４月１日時点

では１８％、給与改定後は平成２７年４月に遡及し１８．５％、平成２８年４月１日時点は２０％を支給。

　

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在）

①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円420,454

405,049

389,642

370,020

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均2％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組

むとされている。

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

(国比較ベース)

類似団体

国

北海道

苫小牧市

41.8

42.7

42.8

39.8

-

377,381

360,451

342,006

区分

316,752

323,711

318,100

302,778

20%

20%

20%

20%

令和

元年度

令和

2年度

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

令和

3年度

令和

4年度

各年度の支給割合

国基準による支給割

合
18% 18% 18.5%

４月１日時

点
遡及改定後

20%

平成26年度

平成２７年度
平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

苫小牧市の支給割合 18% 18% 18.5% 20%
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②技能労務職

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

円 円

円 円

③消防職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　

 (2) 職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

大　学　卒

- -

（注）１　「平均給料月額」とは、令和４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの全ての諸手

当

　　　　　の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたも

苫小牧市区　　　　　分

363,28038.8

北海道

-

351,410 320,779

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している（令和元年～令和３年の３ヶ年平均）。

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではな

い。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前

年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

※表中「民間」における「用務員」は、「他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者」をさす。

5,578,960

233,500

334,078

146,100

一般行政職

国 51.1 2,114

150,600

大　学　卒 182,200 182,200 182,200

高　校　卒 150,600 150,600

305,411 414,963

150,600

技能労務職
高　校　卒

類似団体

-

中　学　卒

333,208 -

-

36

国

平均給与月額

319,386

平均年齢

348,147

315,400 -

区　　分

-

（Ｂ)（国比較ベース）

苫小牧市

参　考

Ａ／Ｂ

公　　　　　務　　　　　員

平均給与月額

182,200

平均年齢

平均給料月額 平均給与月額

57.1

民　　　　　間

対応する民間

の類似職種

平均給与月額(国比較ベース)

284,268

平均給料月額職員数

49.1

-

用務員

346,234

332,005

336,359

390,200258,633 343,575

311,766

高　校　卒 150,600 - -

― ― 372,485

中　学　卒 ― ― ― ―

375,529

大　学　卒 261,150 344,850 381,509 395,520

高　校　卒 222,400 303,400 359,140

※民間企業等の経歴がある場合は、換算した期間を経験年数に含めている。

技能労務職
高　校　卒 ―

消　防　職
大　学　卒 374,560

高　校　卒

55.8

50

（Ａ）

消防職

390,18998 368,159

- -

236,600

北海道 -129

うち用務員

-

類似団体 - -

区分

苫小牧市 37.5

-

-

3,187,900

-

1.75

286,570 -

51.7

328,416

1.41

平均給与月額

363,110 374,000

平均年齢

-

区　　分

公務員（Ｃ）

年収ベース（試算値）の比較

参　　　　　考

苫小牧市

うち用務員

民間（Ｄ） Ｃ／Ｄ

56.9

343,139

325,366

- -

区　　　　　分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

一般行政職
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

 (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和４年４月１日現在）

 

  

人

構成比

146,100

9.1067

円

13

％

５　　級

人
３　　級

222

％

150 21.47
４　　級

円

標準的な職務内容

304,200

最高号級の給料月額

1　係長又はこれに相当する職の職務

2　主任又はこれに相当する職の職務

円

円
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

195,500

1号級の給料月額

1　課長補佐又はこれに相当する職の職務

2　困難な業務又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理す

る係長又はこれに相当する職の職務

3　専任の職務

円

７　　級

円

9.10

％

定型的な業務を行う職務

231,500 350,000

3.13

１　　級

（注）１　「苫小牧市一般職の職員の給与に関する条例」に基づく給料表の級区分による職員数である。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

人

23 410,200

円

31.93

23.51

人 ％

1　部次長又はこれに相当する職の職務

2　困難な業務を所掌する課長又はこれに相当する職の職務

444,900

人

362,900

1　部長又はこれに相当する職の職務

2　困難な業務を所掌する部次長又はこれに相当する職の職務

319,200

％

円

289,700

1　課長又はこれに相当する職の職務

2　困難な業務を処理する課長補佐又はこれに相当する職の職務

人 円

1.77

396,000

67

職員数

389,000

円

円

区　　分

６　　級

円

円

円人 ％

165
２　　級

％

247,600

264,200

１級 9.10% １級 9.24% １級 6.4%

２級 23.51% ２級 25.82% ２級 32.1%

３級 31.93% ３級 29.62%
３級 27.7%

４級 21.47% ４級 21.20% ４級 19.4%

５級 9.10% ５級 9.38% ５級 10.2%

６級 3.13% ６級 2.99% ６級 2.2%

７級 1.77% ７級 1.77% ７級 2.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和4年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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 (2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和４年４月１日現在）

 (3) 昇給への人事評価の活用状況（苫小牧市）

令和６年度以降

上位、標準の区分

活用している昇給区分
昇給可能な

区分

昇給実績が

ある区分

活用予定時期

上位、標準、下位の区分

昇給可能な区

分

ロ　　人事評価を活用していない ○

昇給実績があ

る区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

令和４年４月２日から令和５年４月１日

までにおける運用
一般職員

○

令和６年度以降

管理職員

イ　人事評価を活用している

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

昇 給

国１０級

国５級

国４級

国３級

国２級

国１級

市１級

市３級

市２級

市５級

市４級

苫小牧市（R4）

国家公務員（R4）
国９級

国８級
国７級

国６級
市７級

市６級

5



４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

千円　

（令和３年度支給割合） （令和３年度支給割合） （令和３年度支給割合）

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　5～15％ 　・役職加算　５～20％ 　・役職加算　5～20％

　・管理職加算　10～25％ 　・管理職加算　10～25％

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）　（苫小牧市）

 (2) 退職手当（令和４年４月１日現在）

（支給率） （支給率）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置　　　　定年前早期退職特例措置 その他の加算措置　　　　定年前早期退職特例措置

　　　　　　　　　　　　　（割増率2～20％） 　　　　　　　　　　　　　（割増率2～45％）

1人当たりの平均支給額　  2,127千円　　　 20,505千円

 (3) 地域手当（令和４年４月１日現在）

％ 人 ％

％ 人 ％

33.27075

支給実績（令和３年度決算）

自己都合

(1.45)

一般職員

39.7575

28.0395

24.586875

47.709

47.709

1.45

管理職員

期末手当 勤勉手当

2.4

（1.35）

１人当たり平均支給額（令和３年度）

苫小牧市

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した職員に支給された平均額である。

19.6695

―

ロ　　人事評価を活用していない

支給実績があ

る成績率

標準、下位の成績率

期末手当

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　人事評価を活用している

期末手当

2.55

苫小牧市

47.709

標準の成績率のみ（一律）

○

活用している成績率

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）

国の制度（支給率）

20

札幌市 3

支給対象職員数支給対象地域

3

20

上位、標準の成績率

47.709

勧奨・定年

支給実績が

ある成績率

上位、標準、下位の成績率

28.0395 33.27075

39.7575 47.709

国

支給可能な成

績率

　円

活用予定時期

○

1.90

令和４年度中における運用

勧奨・定年自己都合

国北海道

2

支給率

525,038

47.709

6

○

勤勉手当

19.6695 24.586875

東京都

令和６年度以降

支給可能な

成績率

○

千円1,398 1,593

１人当たり平均支給額（令和３年度）

勤勉手当

3

（1.45） （0.90）（0.90）

1.90

（0.90）

4,201 千円

6



 (4) 特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）

円

円

-

市長が別に定める基準により算出した額

感染症病棟の業務に従事する看護師等

支給実績（令和３年度決算）

-

500円（250円）

1,700円　

①月額による特殊勤務手当

-

水治療法作業に従事する病院の理学療法士及び

産婦人科の業務に従事する助産師

医師

以下のとおり

医務手当

円

414,800

598,000

2,000円　

支給実績（令和３年度決算）

放射線の放射作業に従事する市立病院（以下

「病院」という。）の診療放射線技師及び臨床

検査に従事する病院の職員

保健指導に従事する保健師（管理職の職員を除く。）

手当の種類（手当数）

3,500円　

18,015

生活保護業務の所管課（課に準じる組織を含む。

市税の収納に従事する職員（管理職の職員を除く。）

病院の看護師等（管理職の職員を除く。）

5,584,348

病院事業に従事する職員（管理職の職員を除く。）

1,000円（500円）

備考　手当額欄の括弧内の金額は、当該月の勤務日数が１１日未満の場合の手当額とする。

2,000円　

その他の職員　　　　1,500円

以下同じ。）の職員　6,000円

業務手当

-

手当額（月額）

2,500円（1,250円）

40.7

援護業務に従事する社会福祉主事等（管理職の

職員を除く。）

千円38,085

-

手当の名称 支給される職員の範囲

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）

-

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度決算） 　％

　円
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円

円

ア　深夜勤務が規則で定める時間未満の場合

イ　深夜勤務が規則で定める時間以上の場合

　　（ウに該当する場合を除く）　　　　3,550円

1,680円

円

円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,100円

559,000

0

2,288,950

13,147,400

30,250

8,002,000

円

備考　この表に定めるもののほか、臨時の組織の職員、一時的な業務に従事する職員等で同表の特殊勤務手当を支給される職員と

の

　　　均衡上必要があると認められるものには、規則で定めるところにより特殊勤務手当を支給することができる。

（注）支給実績は普通会計分を記載。

宿日直勤務中に診療業務に従事した管理職の職

員（医師を除く。）

災害活動に従事した職員（保全緊急出動手当を

支給される職員及び消防職員を除く。）

はしご車搭乗手当

円0

野犬掃討従事手当

勤務１回につき　アからウまでに定める額

ウ　勤務３時間を超え５時間以内の場合

廃棄物の焼却処分施設の機関修理作業又は点検

作業に従事した職員

円

〔勤務が深夜に及ぶ場合　800円〕

日額　250円

-

0

0 円

ア　勤務１時間以内の場合　　1,000円（1,500円）

日額　4,000円

840円

-

屋外業務手当

②その他の特殊勤務手当

水火災等に出動し、はしご付消防自動車のはし

ごに搭乗して作業をした消防職員

日額　150円

取扱い１件につき　　　死亡人　1,500円

出動手当

ウ　実勤務５時間以上の場合　　　　　　780円

消火作業又は救急業務に従事した消防職員

勤務１回（同一の患者の診療のための２回以上の出

動は、１回の勤務とする。）につきアからエまでに

定める額（深夜に及ぶ場合は、括弧内の額）

勤務１回につき　6,900円

〔半日勤務の場合　3,450円〕

隔日勤務１回につき　700円

死傷病人取扱手当

緊急出動手当

深夜勤務に従事した消防職員

時間外診療手当

　　　　　　　　　　　　　　2,000円（3,000円）

勤務１回につき　500円

エ　勤務５時間を超える場合　4,000円（6,000円）

緊急診療のため、正規の勤務時間外に勤務した

医師

死傷病人（傷病人については、行旅傷病人に限

る。）の収容に従事した市長が定める職員

日額　3,000円2,372,000

滞納処分に従事した徴税吏員及び当該職員を補

助する職員

2,163,560

0

勤務１回につき　アからウまでに定める額

-
緊急診療のため、正規の勤務時間外に待機をし

た病院職員

緊急診療のため、正規の勤務時間外に勤務した

病院の管理職の職員で規則で定めるもの

深夜看護手当

取扱い１件につき　200円

日額　機関修理作業の場合　500円

出動１回につき　250円

日額　400円

〔勤務が深夜に及ぶ場合　500円〕

屋外（勤務箇所から半径６キロメートル以上の

地域（海路の場合は、港外）に限る。）で３時

間以上業務に従事した職員

イ　勤務１時間を超え３時間以内の場合

隔日勤務を命じられた消防職員（管理職の職員

を除く。）

2,520円

消防の機関の修理作業に従事した消防職員（当

該業務を本務とする者に限る。）

円10,000

24,000

円

円

円

出動１回につき　250円

特殊自動車等の運転業務に従事した運転手

（廃棄物の処理業務等の所管課の運転手を除

く。）

円

0

15,300

円

円

円

修理作業従事手当
　　　点検作業の場合　　　200円

　　　　　　　　　　　　　　3,000円（4,500円）

野犬掃討に従事した職員

　　　　　　　　　　　傷病人　1,000円

ウ　勤務時間が深夜の全部を含む場合　　7,300円

日額　400円

-

緊急出動待機手当

緊急消防援助手当

日額

待機１回につき　1,800円

〔半日待機の場合　900円〕

出動待機手当

緊急出動従事手当

グレーダー又はブルドーザーの運転業務の場合　250円
特殊自動車等運転

手当

滞納処分従事手当

深夜勤務に従事した病棟の看護師等

ダンプカー又は大型バスの運転業務の場合　　　200円

イ　実勤務２時間以上５時間未満の場合　520円

ア　実勤務２時間未満の場合　　　　　　410円

国際緊急援助活動に従事した消防職員

防疫等作業手当

国際緊急援助手当

緊急消防援助隊に従事した消防職員

（業務を行う区域や期間に応じた金額を支給）

深夜特殊業務手当
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

 (6) その他の手当（令和４年４月１日現在）

①配偶者（内縁関係含む） 6,500円

②２２歳未満の子 10,000円

（15歳～22歳の子がいる場合には1人につき5,000円加算）

③６０歳以上の父母及び祖父母

④２２歳未満の弟妹 6,500円

⑤重度心身障害者

自ら居住するため住宅を借り受けている職員

・家賃9,001円以上のとき　　1,000円～28,000円

※自己の所有する住宅に対する手当の支給はH24.4.1から

　廃止している。

①交通機関利用者（６ヶ月定期券相当額を一括支給）

通勤距離2㎞以上のとき

・運賃相当月額55,000円まで　　全額支給

・運賃相当月額55,000円超　　　55,000円

②交通用具利用者

通勤距離2㎞以上のとき　　　2,000円～31,600円

・市長が定めるやむを得ない事情により、単身赴任する

　職員　　　　　　　30,000円

・職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100㎞

　以上の場合　　8,000円～70,000円を加算

燃料費等として、11月から翌年３月までの月額支給

・世帯主で扶養親族があるもの　　22,540円

・世帯主で扶養親族がないもの　　12,860円

・その他のもの　　8,600円

・週休日等　18,000円～6,000円

　（6時間を超える勤務は5割増）

・平日深夜（午前0時～午前5時）

　6,000円～3,000円

手　当　名

千円

 　100円～27,000円

管理職手当

（月額）

・人事院規則に定める官職で、

円

・部長職　　15,000円　　　　・部次長職　　　12,000円　　　

寒冷地手当

（月額）

異

支給実績

（３年度決算）

通勤手当

（月額）

備考　各種手当内容の詳細については、「苫小牧市一般職の職員の給与に関する条例」を参照のこと。

②部次長職　　 71,000円（55,000円）

円

円

円

（注）職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（2年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管

　　　理職員、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

（３年度決算）

支給職員１人当た

744,0001,488

同

①部長職　　　　81,000円（64,000円）

298,294

支給実績（令和３年度決算）

 それぞれ俸給月額の8/100～

150,905

千円

③課長職　　　　62,100円（46,000円）

④課長補佐職　56,200円（41,000円）

・部長職　　5,000円　　　　  ・部次長職　　　4,000円　　　

・課長職　　3,000円　　　　  ・課長補佐職　　2,000円

正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの

間に勤務する職員に支給

・勤務１時間当たりの給与額の25/100の額

異

俸給の特別調整額の区分に応じ、

74,166

夜間勤務手当

（１時間当

額）

・人事院規則に定める官職で

736,121

5,634

同

千円

・家賃12,001円以上のとき

 25/100の額

単身赴任手当

（月額）

※（）内は再任用職員の手当額

国の制度と異なる内容 り平均支給年額

50,938

78,730

円

100,026

350,777

同

128,001

円

千円

90,382 千円

同 千円

・課長職　　9,000円　　　　  ・課長補佐職　　6,000円

③週休日等以外の日の午前０時から午前５時

12,275

①週休日等（実労働時間数が３時間以上６時間以下）

・部長職　　10,000円　　　　・部次長職　　　8,000円　　　

・課長職　　6,000円　　　　  ・課長補佐職　　4,000円

②休日等（実労働時間数が６時間超）

扶養手当

（月額）
111,499

円114,831 千円

同 円千円

国の制度

との異同

236職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算）

内容及び支給単価

管理職特別勤

務手当

（１回当額）

住居手当

（月額）

支給実績（令和２年度決算）

異

184職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）

122,478

65,290
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５　特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

円

円

６　職員数の状況

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（令和４年４月１日現在）

欠員不補充、育休代替の解消

欠員不補充、育休代替の解消

機構改革

欠員補充

＜参考＞　　人口１万当たり職員数　45.54人

（類似団体の人口1万当たりの職員数　44.60人）

欠員不補充、

機構改革

＜参考＞　　人口１万当たり職員数　67.42人

（類似団体の人口1万当たりの職員数　60.60人）

欠員不補充

欠員不補充

＜参考＞　　

　　人口１万当たり職員数　112.84人

（注）　１　職員数は一般職に属する職員数。

　　　　２　［　　　］内は、条例定数の合計。

930,000

1,155

214

1

副 市 長

440,000

0

68

1,130,000

420,000

△ 4

[0]

△ 7

0

△ 19

400,000

　　（令和3年度支給割合）

令和４年

12,800,000

247

5

令和３年

対前年

増減数

△ 3

12

△ 12

0

給 料 月 額 等

減額前の給料月額×400/100×勤続年数

520,000

副 市 長

副 議 長

800,000

463,000

716,400

区　　　分

834,700

　　　　　　　　区　分

部　門

教育部門

議会

税務

報

酬

主な増減理由

議 員

△ 4

（注）１　給料の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年）勤めた場合における退職

手

133

127

衛生

期

末

手

当

退

職

手

当

市 長

議 員 606,000

　　（令和3年度支給割合）

（１期の手当額）

0

90

1,913

△ 3

副 市 長 任期ごと

4.45

　　（算定方式）

4.45

660,000

　（支給時期）

18,816,000

市 長

副 議 長

724,000議 長

480,000

（参考）類似団体における最高／最低額

980,000
給

　

　

料

772

商工 31

770

小　　計

123

60

215

71

議 長

普

通

会

計

部

門

12

職 員 数

市 長

労働

136

206

213

農林水産

1,143

248

98

消防部門

6

公

営

企

業

等

会

計

部

門

その他

民生

2

土木

87

病院

水道

△ 9

582 586

0

交通

総務

98

[2000]

0

3

781

31

1

△ 8

小　計

[2000]

一

般

行

政

部

門

1,932

4141

777

2

60

計

減額前の給料月額×480/100×勤続年数

△ 2

合　　計

下水道

0

欠員不補充、派遣の減等

任期ごと
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(2) 年齢別職員構成の状況（令和４年４月１日現在）

　

 (3) 職員数の推移

 　　　　　　（単位　：　人・％）

人

59歳

781

245

732 770733

23

△ 2.8

職員数

1,171

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

　　　２　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

0.7

人

166

39歳35歳

）

56歳

772

～ ～

43歳

人

202

48歳

55歳

790

人

125

～

52歳

令和４年

消防

人

令和３年
～

124

32歳

201

未満

区　分

20歳 20歳

～

247

127127教育

219

24歳

　　　　　　　　年　度

部門別
平成２９年 令和元年

233

36歳

～

125 81

人

23歳 27歳

～
計

40歳

以上

60歳

人

123

51歳

～

人人

普通会計計 1,168

一般行政

人 人人

～

31歳

244

令和２年

47歳

44歳

802

1,143

245

1,155

平成３０年
過去５年間の

増減数(率)

5

（

213

794 △ 22

1,913

（

1,154 △ 2.1

122131 ）△ 8

（243

△ 6.1

）

123

）1,929 13

38 ）

1,9131,900 1,904総合計

公営企業等会計計 5.2（724

（

）

248

（△ 25

2.1

203

28歳

人

～

782

1,157

1,881

775 777

1,932

0

2

4

6

8

10

12

14
構成比

５年前の構成比

%
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7　公営企業職員の状況

 (1)　水道事業

 ① 職員給与費の状況（決算）

　ア　決算

（注）　資本勘定支弁職員に係る職員給与費　　63,191　　千円を含まない。

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

　　　２　職員数については、令和3年3月31日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））

　　　　　を含み、会計年度任用職員を含まない。

　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれているが、会計年度

　　　　　任用職員の給与費は含まれていない。

 ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和４年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（令和3年度支給割合） （令和3年度支給割合）

　　　　　　　期末手当　　　　　　 　 　　勤勉手当 　　　　　　　期末手当　　　　　　 　 　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

 職制上の段階、職務の級等による加算措置  職制上の段階、職務の級等による加算措置

 ・役職加算　5～15％  ・役職加算　5～15％

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（令和４年４月１日現在）

（支給率） （支給率）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置　　　　定年前早期退職特例措置 その他の加算措置　　　　定年前早期退職特例措置

　　　　　　　　　　　　　（割増率2～20％） 　　　　　　　　　　　　　（割増率2～45％）

1人当たりの平均支給額　  0千円　　　 0千円 1人当たりの平均支給額　  2,127千円　　　 15,185千円

　（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和２年度に退職し職員に支給された平均額である。

15.2

(参考)市町村平

均一人当たり給

与費

計

Ｂ

千円千円 ％

2,747,229

千円

209,634 15.2

人 千円 千円

３年度
千円

千円

区分

418,750

令和2年度の総費用に占め

る職員給与費比率

（参考）　純損益又は

千円

Ａ

％

　職員給与費　総費用

区分
職員数

Ａ

給与費
一人当たり給与費

Ｂ／Ａ給料 職員手当 期末・勤勉手当

　総費用に占める

　職員給与費比率

Ｂ／ＡＢ

　実質収支

千円

３年度
89 310,218 54,619 117,104 481,941 5,415 6,028

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

苫 小 牧 市 44.6 297,056 451,256

市 町 村 平 均 45.5 355,492 501,390

苫小牧市水道事業 一般行政職

１人当たり平均支給額（令和３年度） １人当たり平均支給額（令和３年度）

1,312 1,398

3.00 1.45 3.00 1.45

1.45 0.9 1.45 0.9

苫小牧市水道事業 苫小牧市

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

39.7575 47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709
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ウ　地域手当（令和４年４月１日現在）

千円

   円

エ　特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）

備考　この表に定めるもののほか、臨時の組織の職員、一時的な業務に従事する職員等で同表の特殊勤務手当を支給される職員との均衡上必要

　　があると認められるものには、規則で定めるところにより特殊勤務手当を支給することができる。

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）1　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　　２　職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（２年度決算）」と同じ年度の4月1日現在の総職員数

　　　　　　（管理職員、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

支給対象地域

支給実績（令和３年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 0

支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

該当者なし

支給実績（令和３年度決算） 710 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 11,828 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度） 67.4 　％

手当の種類（手当数）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績（元年度決算） 支給単価

危険作業手当

危険作業に従事した水道事

業の技術職員（管理職手当

の支給を受ける職員を除

く）

（１）交通を遮断することなく行う管路等

の維持補修又は漏水等の調査に係る作業

（２）高所又は地下における作業（危険を

伴うものとして管理者が認めるものに限る）

（３）毒物、劇薬、危険物その他の有害物

を取り扱う水質

342千円 日額350円

屋外業務手当

屋外（勤務箇所から半径6キロ

メートル以上の地域（海路の場

合は、港外）に限る）で3時間

以上業務に従事した職員（緊急

出動従事手当の支給を受ける職

員を除く）

335千円 日額250円

緊急出動従事手当

災害活動に従事した職員

（保全緊急出動手当の支給

を受ける職員を除く）

　0千円

日額400円

（勤務が深夜に及ぶ場

合500円）

保全緊急出動手当

災害等により水道施設の保

全維持のため緊急に出動し

た職員

33千円 出動1回につき750円

支給実績（令和３年度決算） 19,126

職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 236

支給実績（令和２年度決算） 16,975

職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 205
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カ　その他の手当（令和４年４月１日現在）

①配偶者（内縁関係含む） 6,500円

②２２歳未満の子 10,000円

（15歳～22歳の子がいる場合には1人につき5,000円加算）

③６０歳以上の父母及び祖父母

④２２歳未満の弟妹 6,500円

⑤重度心身障害者

自ら居住するため住宅を借り受けている職員

・家賃9,001円以上のとき　　1,000円～28,000円

※自己の所有する住宅に対する手当の支給はH24.4.1から

　廃止している。

①交通機関利用者（６ヶ月定期券相当額を一括支給）

通勤距離2㎞以上のとき

・運賃相当月額55,000円まで　　全額支給

・運賃相当月額55,000円超　　　55,000円

②交通用具利用者

通勤距離2㎞以上のとき　　　2,000円～31,600円

燃料費等として、11月から翌年３月までの月額支給

・世帯主で扶養親族があるもの　　22,540円

・世帯主で扶養親族がないもの　　12,860円

・その他のもの　　8,600円

6,318 千円 274,674 円

5,000 千円 68,499 円

5,794 千円 724,200 円

※（）内は再任用職員の手当額

間に勤務する職員に支給

正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの

④課長補佐職　56,200円（41,000円）

③課長職　　　　62,100円（46,000円）

②部次長職　　 71,000円（55,000円）

住居手当

（月額）
同

通勤手当

（月額）
同

管理職手当

（月額）

①部長職　　　　81,000円（64,000円）

同

夜間勤務手当

（１時間当

額）

同

手　当　名 内容及び支給単価

一般行政

職の制度

との異同

一般行政職の制度と異なる内

容

支給実績

（３年度決算）

支給職員１人当た

り平均支給年額

（３年度決算）

扶養手当

（月額）
同 7,038 千円 219,938 円

4,569 千円 240,472 円

寒冷地手当

（月額）
同 6,065 千円 78,760 円

管理職特別勤

務手当

（１回当額）

①週休日等（実労働時間数が３時間以上６時間以下）

同 0 千円 0 円

・部長職　　10,000円　　　　・部次長職　　　8,000円　　　

・課長職　　6,000円　　　　  ・課長補佐職　　4,000円

②休日等（実労働時間数が６時間超）

・部長職　　15,000円　　　　・部次長職　　　12,000円　　　

・課長職　　9,000円　　　　  ・課長補佐職　　6,000円

③週休日等以外の日の午前０時から午前５時

・部長職　　5,000円　　　　  ・部次長職　　　4,000円　　　

・課長職　　3,000円　　　　  ・課長補佐職　　2,000円

・勤務１時間当たりの給与額の25/100の額
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